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介護予防 

生活習慣病予防 

介護保険法 

65歳以上（第１号被保険者） 
40～64歳（第２号被保険者） 

特定健診・特定保健指導 

高齢者医療確保法 

40～64歳（積極的支援あり） 
65～74歳（積極的支援なし） 

（医療の担い手等の責務）  
第六条  医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療
の担い手並びに医療法 （昭和二十三年法律第二百五号）
第一条の二第二項 に規定する医療提供施設の開設者及
び管理者は、前三条に規定する各般の措置、施策及び事
業に協力しなければならない。 









平成27年1月9日更新分 
② 特定健診の健診項目について 

 

No.3 質問 標準的な問診を国で作る際に、メタボリックシンドロームに関するものの
みを必須とするのか。もっと全般的に統一するのか。項目、カッティング・ポイントをす
べて統一するのか。 

 

回答 問診項目については、薬剤治療及び喫煙歴の有無以外は階層化に用いない
ため、「標準的な健診・保健指導プログラム(改訂版）」第２編別紙３において、標準的
な質問票として示しており、保険者等の創意・工夫で変更していただくことは可能であ
る。 

No.9 質問 かかりつけ医で２～３ヶ月以内に検査したものを健診結果として使用で
きるのかご教示をお願いする。 

 

回答 対象年度内に実施したものであれば、健診結果として差し支えない。 



市場規模の確認 



平成24年度 特定健康診査・特定保健指導の実施状況 別表　１

【全体_保険者の種類別】

市町村国保 市町村国保（大） 市町村国保（中） 市町村国保（小）
健康保険組合

（総合）
健康保険組合

（単一）

1 特定健康診査対象者数 52806123 22513711 5311351 15361592 1840768 1496766 13554872 51195 11516510 3929698 7586812 3673069

2 特定健康診査の対象となる被扶養者の数※ 9123953 4235109 20349 3823002 1207002 2616000 1045493

3 特定健康診査受診券を配布した被扶養者の数※ 7323271 3923469 20015 2365253 646666 1718587 1014534

4 特定健康診査受診者数 24396035 7589536 1464559 5401911 723066 638354 5404061 19937 8074796 2563753 5511043 2669351

5 特定健康診査実施率 46.2% 33.7% 27.6% 35.2% 39.3% 42.6% 39.9% 38.9% 70.1% 65.2% 72.6% 72.7%

6 特定保健指導の対象者数 4317834 1003877 197352 704521 102004 124610 1081703 7270 1574662 531578 1043084 525712

7 特定保健指導の対象者割合 17.7% 13.2% 13.5% 13.0% 14.1% 19.5% 20.0% 36.5% 19.5% 20.7% 18.9% 19.7%

8 特定保健指導の終了者数 707558 199576 23334 143559 32683 11898 138101 461 285522 50910 234612 72000

9 特定保健指導の終了者割合（特定保健指導実施率） 16.4% 19.9% 11.8% 20.4% 32.0% 9.5% 12.8% 6.3% 18.1% 9.6% 22.5% 13.7%

10 メタボリックシンドローム該当者数 3528081 1231650 230529 881380 119741 99256 783374 5218 1050265 345625 704640 358318

11 メタボリックシンドローム該当者割合 14.5% 16.2% 15.7% 16.3% 16.6% 15.5% 14.5% 26.2% 13.0% 13.5% 12.8% 13.4%

12 メタボリックシンドローム予備群者数 2914091 818195 156879 579876 81440 81760 673066 3900 1008182 323870 684312 328988

13 メタボリックシンドローム予備群者割合 11.9% 10.8% 10.7% 10.7% 11.3% 12.8% 12.5% 19.6% 12.5% 12.6% 12.4% 12.3%

14 高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の数 1407069 588480 107050 422360 59070 40784 273804 1351 375800 115930 259870 126850

15 高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の割合 21.8% 28.7% 27.6% 28.9% 29.4% 22.5% 18.8% 14.8% 18.3% 17.3% 18.7% 18.5%

16 糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の数 165597 49005 7921 35749 5335 4483 39790 189 54269 16989 37280 17861

17 糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の割合 2.6% 2.4% 2.0% 2.4% 2.7% 2.5% 2.7% 2.1% 2.6% 2.5% 2.7% 2.6%

18 脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の数 375220 151426 30457 107887 13082 8389 62970 349 111128 30571 80557 40958

19 脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の割合 5.8% 7.4% 7.9% 7.4% 6.5% 4.6% 4.3% 3.8% 5.4% 4.6% 5.8% 6.0%

20 ２剤（高血圧症／糖尿病）を服用している者の数 196608 79284 13212 57419 8653 5507 41574 178 53082 16550 36532 16983

21 ２剤（高血圧症／糖尿病）を服用している者の割合 3.1% 3.9% 3.4% 3.9% 4.3% 3.0% 2.9% 2.0% 2.6% 2.5% 2.6% 2.5%

22 ２剤（高血圧症／脂質異常症）を服用している者の数 637558 319319 63634 227289 28396 15904 104880 522 146421 45183 101238 50512

23 ２剤（高血圧症／脂質異常症）を服用している者の割合 9.9% 15.6% 16.4% 15.6% 14.1% 8.8% 7.2% 5.7% 7.1% 6.7% 7.3% 7.3%

24 ２剤（糖尿病／脂質異常症）を服用している者の数 88369 30968 5920 22291 2757 2092 17710 131 27803 8669 19134 9665

25 ２剤（糖尿病／脂質異常症）を服用している者の割合 1.4% 1.5% 1.5% 1.5% 1.4% 1.2% 1.2% 1.4% 1.4% 1.3% 1.4% 1.4%

26 ３剤を服用している者の数 195095 88366 17343 63100 7923 4887 35395 194 49665 15895 33770 16588

27 ３剤を服用している者の割合 3.0% 4.3% 4.5% 4.3% 3.9% 2.7% 2.4% 2.1% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4%

28 服用していない者の数 3376656 742997 141871 525161 75965 98970 880317 6204 1240279 419708 820571 407889

29 服用していない者の割合 52.4% 36.2% 36.6% 35.9% 37.8% 54.7% 60.4% 68.0% 60.3% 62.7% 59.1% 59.3%
※被用者保険の保険者のみ計上
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